
近江八幡市体験型事業創出事業補助金収支予算書（その１）

別記様式第３号（第７条関係）

収入の部 （単位：円）

金額

支出の部（補助対象経費）

費目 金額 改め

報償費

需用費

備品購入費

広告料

印刷製本費

外注費

負担金（ブラッシュアップ枠のみ）

使用料及び賃借料

通信運搬費

物件改装費

その他経費

合計　

支出の部（補助対象外経費）

費目 詳細 金額

物件購入費／家賃

車両購入費

人件費

合計　

近江八幡市体験型事業創出事業補助金収支予算書

年　　月　　日

費目

自己資金

補助金

借入金

その他

合計　



近江八幡市体験型事業創出事業補助金収支予算書（その２）

別記様式第３号（第７条関係）

（単位：円）

費目 経費 用途 数量 金額

※補助対象経費のみ記載すること。

※単価３万円以上の経費には、見積書等の積算根拠資料を添付すること。

　また、単価１０万円以上の経費には、見積書等の積算根拠資料を３種類以上（内１種類は

　近江八幡市の競争参加資格有資格者名簿に登録している業者からの資料とする。）添付すること

　（ただし、これらの方法により難い場合は、見積りが行えないことに係る理由書（別記様式第４号）

　を提出すること）。

※物件改装費にあっては、工事図面及び工事箇所の工事前の写真を添付すること。

※必要に応じて行を追加・削除し作成すること。

年　　月　　日
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